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１. 労働審判制度の現状
　平成18年から施行された労働審判制度は、
個別労使紛争の解決手段として定着し、平成
30年の新受件数は全国で3630件、東京地方
裁判所では立川支部分112件を併せて合計
1218件に上っている。また、労働審判手続き
は、平成30年では申立の約73％が調停成立で
終結しており、審判が出される割合は約15％
にすぎない。多くの案件が3期日以内の短期
間に話し合い（調停）が成立するという成果
を上げているのである。このような活況を呈
している労働審判であるが、全国の労働審判
のほぼ3分の1が東京地裁に提起されていると
ころ、東京地裁では平成30年度まで労働専門
部に3部24名の裁判官を配置していたが、平
成31年度からはこれを4部25名の裁判官の体
制に増強するに至っている。弁護士増加が著
しい一方で訴訟事件が増加していないといわ
れているが、労働審判ひいては労働訴訟だけ
はその例外であり、司法改革によって個別労
使紛争を司法の場で解決することが容易にな
り、労使関係の改善とコンプライアンスに大
いに寄与していると認められる。使用者側代
理人として労働審判に関わることが多いが、
裁判所、労働審判員の皆様そして労使双方の
代理人の努力と工夫が重ねられたことによっ
て、このように制度の定着・浸透ができたこ
とを率直に喜ばしいことと感じている。

２. なぜ労働審判制度が選択されるのか
　労働事件は、その事件の性質に関わらず大

半は労働側が原告・申立人となって使用者で
ある企業等に対し提起されるものである。労
働審判制度がなかった時代には、労働事件の
選択肢は仮処分と訴訟の2つのみであった。
現在でも、これらの手続きは選択可能である
が、前述の通り、多数の労働審判手続きが選
択され、短期間での解決に至っている。労働
審判だから早期に解決するのではなく、早期
に解決可能な事案について労働審判の手続き
を選択して、労使紛争を司法の場での解決に
導くのだと考えられる。手続きの選択は労働
者の権利の実現にとって重要な判断であり、
労働者側代理人のいわば腕の見せどころでは
ないか。使用者側としてはこれに関わること
が少ない点は残念である。
　一方、個別労働紛争について訴訟外で労
働者側代理人との間で交渉することが増加し
ている。有期労働契約の雇止め、普通解雇や
休職期間満了による退職、時間外割増賃金の
請求など様々な労使紛争が労働組合を通し
た交渉ではなく、弁護士間の代理人交渉とし
て取り上げられるようになっている。交渉段
階で合意に至ればよいが、交渉決裂となった
時に、労働者側代理人が労働審判を選択する
だろうか、労働訴訟を選択するだろうかは、
交渉開始時から常に意識してことを進めるよ
うにしている。事前交渉で法律上の論点が確
認され、解決案についての意見がまとまらな
いというレベルまで交渉が進んでいる場合は
労働審判が適している。事実関係や法律上の
主張について隔たりが大きく妥協の余地がま
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だ見いだせない状態であれば、判決までを視
野に入れて訴訟提起がなされるだろうと考え
る。また、代理人による事前交渉がなく、労
働者が個人で労働局のあっせん制度を利用し
あっせん解決ができなかったような場合は、
次の手続きとして労働審判の申し立てを予想
しておくことがある。このように、使用者側
としては自ら提起するものではないが、労使
紛争の在り方から労働審判に進むか否かの予
想が可能であり、次に述べる労働審判に向け
た準備行為をぬかりなく行っておくことが重
要である。

３. 労働審判手続き
（1）労働審判手続きの特徴
　労働審判手続きの特徴を挙げると次の3点
となる。第1回期日が充実していること、各
期日は口頭主義で手続きが進むこと、及び法
律では3期日まで開催可能となっているが実
際には第2回期日までに調停成立が求められ
ること、である。労働審判では、スピードが
あって当事者が合意して解決することができ
るのはこのような特徴をいかんなく発揮しつ
つ労働審判委員会の力強い（時にはやや強引
な）手続きの進行があるためであり、今後も
この特徴を維持していくことが重要である。

（2）第1回期日前の使用者代理人の活動
　このような労働審判手続きにおいて、使用
者側代理人が最も困難に感じるのは、申立書
送達から第1回期日までの期間が約30日弱と
短いことである。この間に充実した第1回期
日に向けて、答弁書の準備はもちろん、書証
の整理、当日期日に参加して口頭で陳述を行
う使用者側担当者との打合わせ、責任者（使
用者代表者）との間で調停解決の意思とその
内容の確認まですべての準備を行わなければ
ならない。労働者側であれば、これらの準備
に必要な時間を自らの計算で確保して提起に
至ればよいのであることを考えると、使用者
側の困難を想像いただけるものと考える。さ
らに、前述した交渉段階での労働審判提起を
予想した準備ができている事件と全く初見の
事件では大きく事情が異なってくる。事前交
渉を経ていた事件であれば、交渉段階から決
裂時を想定して答弁書に当たる主張書面や書
証の整理、事案の直接担当者との打合わせも

可能であり、通常、十分に取組みを行ってい
るところである。もともと、労働審判申立書
には必要的記載事項として事前交渉の状況が
含まれているのは、労働審判が労使の交渉に
引き続いて提起されるべきものと考えられて
いたことを示しているところである。ところ
が、最近の事例では事前の交渉がほとんどな
いまま、突然に労働審判が提起されることが
ある。退職後に時間外割増賃金の支払い不足
を主張して労働審判を提起された事案等で
は、事前交渉がない場合であるといかなる根
拠を元に未払い賃金の計算がなされているの
か、申立書の記載を見ても不明である事例す
ら経験しているところである。労働審判制度
をさらに充実したものとして活用するために
は、労使双方の弁護士ともに事前の交渉に十
分に取り組むべきである。
　また、労働審判制度の定着に伴い、事前交
渉の段階で労働審判に進んだ時の調停内容
についてあらかじめ予測をすることが可能と
なってきており、交渉時点で労使双方の代理
人が同程度の解決策を検討できることも増え
てきている。特に、有期労働契約の雇止めや
比較的就労期間が短い解雇事案では、退職
合意による和解解決に合意することが多い
が、その際の解決金の水準については、過去
の労働審判の積み重ねでの経験が生かされる
場面となる。解雇の金銭解決制度の法制化は
まだ検討段階であるが、実務としては雇止め
解雇事案が復職を求めた紛争となるのではな
く、退職を前提として解決金の交渉で処理さ
れることが多い。その水準は本訴提起後の和
解水準ではなく労働審判手続きでの調停水準
が目安とされているのである。

（3）労働審判期日
　実際に労働審判が開始されると、第1回の
最初から労働審判委員会は双方当事者の提
出したすべての主張書面及び書証を事前に精
査し評議も経た上で手続きに臨んでいただけ
ていることが明確で、信頼してその進行に沿
った活動をしているところである。この点で、
労働審判員の方への記録資料送付がどうある
べきかが議論になっている。具体的には双方
当事者が提出する書証を労働審判員の方に送
付して事前検討を可能とするかという議論で
ある。全国の裁判所のうち一部の裁判所では、
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当事者が提出する書証の部数を労働審判員
用に多くして裁判所から送付している扱いも
あると聞いているところである。東京地裁の
場合は件数が多いこともあり、労働審判員用
の書証の提出や労働審判員への送付は行わ
れていない。小職の個人的な意見であるが、
労働審判は民間の専門家が労働審判員として
手続きに主体的に参加することによって目覚
ましい成果を上げている手続きであることは
十分に理解しているが、一方、使用者側が労
働審判で解決することのメリットとして非公
開の手続きで記録も開示されていないことは
大きく、使用者の人事制度などをあからさま
にする書証類が裁判所の外に送付されること
には強い抵抗がある。東京地裁の現状からす
れば、労働審判用に書証の提出は今後も不要
と考えるべきである。
　労働審判はその7割以上が調停で解決して
いるとおり、労使の話し合いによる解決を図
るべきADRであるから、第1回期日から当事
者の調停の意向を図るのは当然のことであ
る。使用者が一定規模以上の企業の場合は、
調停成立のためには社内の承認手続き（場合
によっては取締役会での報告等）が必要とな
ることがあり、3回目の期日で調停成立とす
るためにも第2回期日では調停の原案が示さ
れ、双方が成立させる意向を形成しておかな
ければならない。調停成立のためには、双方
に互譲の精神が必要であると同時に、調停条
項に様々な工夫を行うことがある。例えば、
解雇事件で退職合意による解決とする場合
に、①既に行った解雇を撤回するか、しない
か、②退職日は解雇日か、合意成立日か、③
退職理由は会社都合とするか、自己都合とす
るか、などいくつもの検討要素があり、その
組み合わせによって調停成立が容易な場合も
困難な場合もある。このように、調停内容は
さまざまであるが、労働審判制度が非公開の
ため、事例の収集が困難であり、各弁護士が
それぞれの経験値で対応している面がある。
これからの課題の一つに、調停条項の収集と
開示による解決事例の周知があると考える。
この点は審判となった場合も同様である。

４. 労働審判制度のこれからの課題
（1）弁護士の研修等
　労働審判制度がより充実していくために
は、それを当事者として担う労使双方の代理
人弁護士の研修が必須である。そもそも、代
理人が受任していない当事者申立の事件の場
合、解決率が顕著に異なっていることは労働
審判制度が発足した当時から変わらない傾向
である。労働関係法令や労働契約、さらには
労使の職場の実務や紛争の解決交渉にまで
弁護士が十分な知見をもって手続きを遂行す
ることで、労働審判制度は成り立つものであ
る。労働審判員となられる方々に充実した研
修が行われているのと同様に、弁護士会等に
おいても労働審判実務に関する研修をより充
実させるべきである。

（2）複雑な事件の取り扱い
　労働審判は個別の労働紛争の解決のため
の制度であり、もともと複数の労働者が共同
で提起するなど、複雑な紛争形態は予定して
いなかったものである。ただし、リーマンシ
ョックといわれた時期には、非正規労働者の
集団的な雇止め事件で複数事件を同時並行
処理と称して事実上併合審理を行った経験
がある。また、現在、訴訟事件が増加してい
るいわゆる「同一労働同一賃金」をめぐる労
働契約法20条事件などは理論的にも複雑であ
り、労働審判には適さないと考えられる。さ
らに、ハラスメント事案で加害者個人と使用
者企業を同時に相手方として損害賠償請求を
行うことも、労働審判の性質上可能ではない。
このような複雑な事案は、今後増加すること
が予想されるが、今まで通り労働審判には適
さないものとして本訴提起の道しかないの
か、労働審判に組み入れる何らかの方法があ
るのか、あるいは法律改正を行ってでも労働
審判を拡充していくのか、今後の検討課題で
ある。制度発足から15年を経て、これだけ充
実した成果を上げている労働審判制度であ
り、さらに発展を検討していくべきと考える
次第である。
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山
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鳥
　

取

松
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新
　

潟

千
　

葉

水
　

戸

宇
都

宮

前
　

橋

宮
　

崎

函
　

館

仙
　

台

旭
　

川

福
　

島

金
　

沢

奈
　

良

富
　

山

津

福
　

井

岐
　

阜

松
　

山

合
　

計

釧
　

路

高
　

松

徳
　

島

高
　

知

（
本

　
庁

）

（
松

本
支

部
）

名
古

屋

熊
　

本

鹿
児

島

大
　

阪

盛
　

岡

秋
　

田

青
　

森

札
　

幌

神
　

戸

京
　

都

大
　

津

和
歌

山

山
　

形

⑤
そ

の
他

静
　

岡

甲
　

府

長
　

野

①
地

位
確

認
②

そ
の

他
④

退
職

金
③

賃
金

等

横
　

浜

さ
い

た
ま

（
本

　
庁

）

（
浜

松
支

部
）

福
　

岡

佐
　

賀

合
計

那
　

覇

長
　

崎

大
　

分

労
働

審
判

事
件

の
新

受
件

数
（
平

成
3
0
年

）
－

 事
件

の
種

類
別

 －

（
本

　
庁

）

（
立

川
支

部
）

非
 金

 銭
金

　
 銭

①
地

位
確

認
②

そ
の

他
③

賃
金

等
④

退
職

金
⑤

そ
の

他
合

計
金

　
 銭

東
　

京

非
 金

 銭

（
注

）
1 2 3 4 5

静
岡

地
裁

浜
松

支
部

，
長

野
地

裁
松

本
支

部
及

び
広

島
地

裁
福

山
支

部
で

は
，

平
成

2
9
年

4
月

か
ら

取
扱

い
を

開
始

し
た

。

百
分

比
は

，
小

数
点

以
下

第
2
位

を
四

捨
五

入
し

て
い

る
た

め
，

合
計

が
1
0
0
と

一
致

し
な

い
場

合
が

あ
る

。
地

裁
別

の
数

値
は

，
管

内
の

総
数

で
あ

る
（
本

庁
及

び
取

扱
支

部
の

合
計

値
と

一
致

し
な

い
場

合
が

あ
る

。
）
。

数
値

は
，

速
報

値
で

あ
る

。
「
事

件
の

種
類

」
①

か
ら

⑤
ま

で
の

複
数

に
該

当
す

る
申

立
て

は
，

①
か

ら
⑤

の
順

で
最

初
に

該
当

す
る

「
事

件
の

種
類

」
に

計
上

し
て

い
る

（
例

：
①

と
③

に
該

当
す

る
申

立
て

は
，

①
に

該
当

）
。

年
＜

１
＞

（
最

高
裁

判
所

資
料

）
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（
注

）
1

数
値

は
，

速
報

値
で

あ
る

。

（
注

）
2

「
事

件
の

種
類

」
①

か
ら

⑤
ま

で
の

複
数

に
該

当
す

る
申

立
て

は
，

①
か

ら
⑤

の
順

で
最

初
に

該
当

す
る

「
事

件
の

種
類

」
に

計
上

し
て

い
る

（
例

：
①

と
③

に
該

当
す

る
申

立
て

は
，

①
に

該
当

）
。

（
注

）
3

百
分

比
は

，
小

数
点

以
下

第
2
位

を
四

捨
五

入
し

て
い

る
た

め
，

合
計

が
1
0
0
と

一
致

し
な

い
場

合
が

あ
る

。

件
　

数

割
　

合

合
計

計

労
働

審
判

事
件

の
既

済
件

数
（
平

成
3
0
年

）

却
下

・
移

送
等

取
下

げ
２

４
条

終
了

調
停

成
立

合
  

計

　
非

金
銭

労
働

審
判

－
 事

件
の

種
類

別
・
終

局
事

由
別

 －

①
地

位
確

認

②
そ

の
他

　
金

　
銭

⑤
そ

の
他

④
退

職
金

③
賃

金
等

年
＜

２
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（
最

高
裁

判
所

資
料
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